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四

公

告

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め

ら
れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
六
百
四
十
九
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
五
千
万
円

二
百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
一

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
一
千
二
百
三

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
八
十
六
万

百
三
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
六
百
十
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
五
十
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
二
千
万
円

六
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日

ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
七
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
百
七
十
六
万
一

千
二
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
八
百
二
十
万
二
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
五
十
一
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
二
千
万
円

六
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十

八
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
七
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
百
八
十
三
万
三

千
八
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
八
百
二
十
万
二
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
五
十
二
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
五
千
万
円

百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
五

月
五
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
六
千
七
百
九
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
九
百
五
十
一
万
三

千
七
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
六
十
六
万

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
五
十
三
回
東
京
都
宝
く
じ
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二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
六
千
万
円

八
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
五

月
十
二
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
六
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
七
十
六
万

九
千
六
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
八
十
七
万
七
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
五
十
四
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
円

百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
五
月
十
三
日
か
ら
同
年
六
月

九
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
五
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
九
百
七
十
五
万

六
千
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
百
十
七
万
一
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
五
十
五
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
五
千
万
円

百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
六

月
九
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
六
千
八
百
九
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
九
百
四
十
六
万
二

千
六
百
四
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
六
十
六
万

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
五
十
六
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

三
億
円

百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
六

月
十
六
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
三
千
五
百
四

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
七
百
九
十
四
万

八
千
五
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
九
百
十
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
五
十
七
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
円

二
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
六
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
日

ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
八
千
二
百
九
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
二
百
七
十
一
万

二
千
五
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
八
十
八
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
五
十
八
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

四
億
円

二
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
同
月
二
十

九
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
六
千
九
百
九

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
三
百
九
十
八

万
五
千
三
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
八
百
八
十
万

円
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九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
五
十
九
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
六
千
万
円

八
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
同
年
七
月

十
四
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
六
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
六
百
十
四
万
二

千
七
百
二
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
八
十
七
万
七
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
八
年
一
月
十
五
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

雑

報



令和7年12月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 117） ４



（増刊 117）東 京 都 公 報令和7年12月25日（木曜日）５



令和7年12月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 117） ６



（増刊 117）東 京 都 公 報令和7年12月25日（木曜日）７



令和7年12月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 117） ８



（増刊 117）東 京 都 公 報令和7年12月25日（木曜日）９



令和7年12月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 117） １０



（増刊 117）東 京 都 公 報令和7年12月25日（木曜日）１１



令和7年12月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 117） １２



（増刊 117）東 京 都 公 報令和7年12月25日（木曜日）１３



令和7年12月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 117） １４



（増刊 117）東 京 都 公 報令和7年12月25日（木曜日）１５



令和7年12月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 117） １６


